


宅地建物の取引は権利関係が極めて複雑です。調査・確認を怠る

と、買主は不測の損害を被る可能性があります。紛争を未然に防

止し、購入者が十分理解して契約する機会を与えるため、専門家

である宅地建物取引業者に説明義務が課されています。

専門知識が求められる役所調査を、誰でも正確かつ効率的に遂行

できる「手順書」として体系化し、取引の信頼性を高めます。
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これまで学んだ基本手順を、具体的な自治体の事例に

当てはめてみましょう。

◉調査のポイント：

調査は主に「名古屋市役所 西庁舎」で完結可能。

インターネットで調査できる項目も多い。

（下記は2024年2月時点の情報です。訪問前に必

ず最新情報をご確認ください。）
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（平成4年3月31日以前の台帳は保管がなく、閲覧・確認不可）
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都市計画 建築
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サポート行政書士法人　担当：名取（ナトリ）

natori@shigyo.co.jp

弊社ホームページ　:　https://www.shigyo.co.jp/
東京（新宿）・名古屋・大阪に拠点を構える行政書士法人です。

注意事項：本資料内の事例等は、実際にご相談のあった事例を参考に、具体的な案件の判別を避ける為に加工・編集して掲載しています。類似事例でも、時期・管轄行政機関等の前提が異な
ることによりご提案内容や結果も変わる為、ご注意ください。また、本資料内の全てのコンテンツ・内容等の無断転載・転用・複製等は、ご遠慮ください。
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